様式第5号の1(第10条関係)　　　　　　　 　　(※令和2年度以前に承認された交付対象者用)
色麻町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書

番　　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　殿

色麻町長　　　　　　　　　印 

年　　月　　日付けで交付申請のありました色麻町農業次世代人材投資資金(経営開始型)については、色麻町農業次世代人材投資資金交付規則第10条の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。

記

1　交付決定金額　　金　　　　　　　円
2　交付予定日　　　　　年　　月　　日
3　交付の条件
(1)　次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止します。
① 規則第2条に定める交付要件を満たさなくなった場合
② 農業経営を中止した場合
③ 農業経営を休止した場合
④ 就農状況報告を行わなかった場合
⑤ 町長が適切な農業経営を行っていないと判断した場合
⑥ 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
⑦ 町長が中間評価によりＣ評価相当と判断した場合
⑧ 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、交付金は総所得から除く。)が350万円以上であった場合。ただし、交付対象年の翌年以降に前年の総所得が350万円未満の場合は、当該年分から交付を再開することができます。
(2) 次に掲げる要件に該当する場合は、資金の全部又は一部を返還しなければなりません。ただし、①又は③に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときは除きます。
① (1)の①から⑥までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合
② 虚偽の申請等を行った場合
③ 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
様式第5号の2(第10条関係)　　　　　　　　　　　(※令和3年度以降に承認された交付対象者)
色麻町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書

番　　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　殿

色麻町長　　　　　　　　　印 

年　　月　　日付けで交付申請のありました色麻町農業次世代人材投資資金(経営開始型)については、色麻町農業次世代人材投資資金交付規則第10条の規定に基づき、下記のとおり決定したので通知します。

記

1　交付決定金額　　金　　　　　　　円
2　交付予定日　　　　年　　月　　日
3　交付の条件
(1)　次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止します。
① 規則第2条に定める交付要件を満たさなくなった場合
② 農業経営を中止した場合
③ 農業経営を休止した場合
④ 就農状況報告を行わなかった場合
⑤ 町長が適切な農業経営を行っていないと判断した場合
⑥ 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
⑦ 町長が中間評価によりＢ評価と判断した場合
[bookmark: _GoBack]⑧ 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合（その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができます。)。
ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認めた場合を除きます。
 (2) 次に掲げる要件に該当する場合は、資金の全部又は一部を返還しなければなりません。ただし、①又は③に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときは除きます。
① (1)の①から⑥までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合
② 虚偽の申請等を行った場合
③ 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合

